
令和8年度 北上市結婚新生活支援補助金

・令和8年１月１日以降に婚姻届を提出した39歳以下の夫婦
・申請日時点で、夫婦どちらかが補助対象住居に住民登録
・請求日時点で、夫婦両方とも補助対象住居に住民登録
・夫婦の合計所得が500万円未満
・請求日において、県のライフプラン講座を受講済

1. 市内に新たに住宅を取得した際の費用（婚姻日より前に取得した場合、取得日から1年以内に婚

姻していること）

2. 市内の物件の貸借費用（婚姻日より前に新規契約した場合、初回契約日から1年以内に婚姻している

こと。既に夫婦の一方が婚姻前から貸借している物件にもう一方が入居する場合、同居後の費用に限る）

3. 市内の住宅をリフォームした際の費用（婚姻日より前にリフォームした場合、完了日から1年以

内に婚姻していること）

4. 市内の住宅への転居費用（婚姻日より前に転居した場合、転居日から1年以内に婚姻していること）

結婚を機に、令和８年度内に支払った以下の費用

令和９年３月31日まで




